
議案第４０号 

 

 

 三次市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則 

案について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２

５条第２項の規定により，三次市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則

（平成１７年三次市教育委員会規則第１０号）の一部を改正する規則案について

，議決を求める。 

 

 

  令和８年１月２２日提出 

 

 

三次市教育委員会教育長 迫 田 隆 範  



三次市教育委員会規則第  号 

 

 

 三次市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

 

  令和 年 月  日 

 

 

三次市教育委員会 

  教育長 迫 田 隆 範  

 

 

   三次市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を改正 

する規則 

 

 三次市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則（平成１７年三次市教育

委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条の表三次市甲奴学校給食共同調理場の項を削る。 

   附 則 

 この規則は，令和８年４月１日から施行する。 
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三次市教育委員会規則第  号 

 

三次市学校給食共同調理場設置及び管理条例の一部を改正する条例施

行規則（案） 

新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（場長） （場長） 

第２条 条例第４条に規定する場長

は，次の表のとおりとする。 

第２条 条例第４条に規定する場長

は，次の表のとおりとする。 

 名称 場長   名称 場長  

 略 略   略 略  

 略 略   略 略  

 略 略   略 略  

        

       

   

         

   

  三次市甲奴学

校給食共同調

理場 

三次市立甲奴小学

校長 
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